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(57)【要約】
【課題】側板意匠表面パネルだけを交換可能にすること
で、側板全体を交換する必要な無くし、側板意匠表面パ
ネルの交換に必要なほとんどの作業をかご室内で簡易に
安全に行えるようにする。
【解決手段】先発明の実施形態によるエレベータのかご
室は、かご床と、かご室の側面を構成する側板パネルと
、かご頂部を覆う天井パネルと、を有するかご室である
。側板パネル１６は、パネル本体をなす側板補強パネル
１７と、側板補強パネル１７に着脱可能にかつ縦方向に
変位可能に取り付けられ、表面に化粧が施された意匠面
を有する側板意匠表面パネル１８と、からなる。側板意
匠表面パネル１８の上端部は、天井パネル１４を取り付
ける上部固定ブラケット１５に締着され、側板意匠表面
パネル１８の下端部は、かご床１２に固定された幅木受
けベース１３に取り付けられかご室内側から着脱可能な
下部固定金具２０により固定される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　かご床と、かご室の側面を構成する側板パネルと、かご頂部を覆う天井パネルと、を有
するエレベータのかご室において、
　前記側板パネルは、パネル本体をなす側板補強パネルと、前記側板補強パネルに着脱可
能にかつ縦方向に変位可能に取り付けられ、表面に化粧が施された意匠面を有する側板意
匠表面パネルと、からなり、
　前記側板意匠表面パネルの上端部は、前記天井パネルを取り付ける上部固定ブラケット
に締着され、前記側板意匠表面パネルの下端部は、前記かご床に固定された幅木受けベー
スに取り付けられかご室内側から着脱可能な下部固定金具により固定されたことを特徴と
するエレベータのかご室。
【請求項２】
　前記側板意匠表面パネルは、縦方向の左右縁部を折り曲げた側縁部を有し、前記側板意
匠表面パネルの上端部は、前記上部固定ブラケットと前記側板補強パネルとの間の隙間に
挿入されてボルトにより締着され、前記側板意匠表面パネルの下端部では、前記側縁部の
下端が前記幅木受けベース部材の上面の位置で前記下部固定金具に着脱可能に係合し、前
記意匠パネルの上端部の締着を解除するとともに前記下部固定金具を取り外すと、かご室
内側から取り外せる位置まで前記側板意匠表面パネルを下方に動かせることを特徴とする
請求項１に記載のエレベータのかご室。
【請求項３】
　前記幅木受けベース部材の側面には、前記下部固定金具の取り外し、取り付け作業をか
ご室内側から行えるようにする作業窓が開口していることを特徴とする請求項２に記載の
エレベータのかご室。
【請求項４】
　隣り合う前記側板補強パネルの側面間の隙間の間隔を、前記側板意匠表面パネルの隣り
合う側縁部が挿入可能なように調整する手段をさらに備えることを特徴とする請求項２に
記載のエレベータのかご室。
【請求項５】
　前記側板補強パネルに対して前記側板意匠表面パネルを引き寄せ両者を密着させるがた
つき抑制手段をさらに備えることを特徴とする請求項２に記載のエレベータのかご室。
【請求項６】
　かご床と、かご室の側面を構成する側板パネルと、かご頂部を覆う天井パネルと、を有
するエレベータのかご室において、前記側板パネルを交換する方法であって、
　前記側板パネルとして、パネル本体をなす側板補強パネルと、前記側板補強パネルに着
脱可能にかつ縦方向に変位可能に取り付けられ、表面に化粧が施された意匠面を有する側
板意匠表面パネルと、からなり、前記側板意匠表面パネルの上端部が、前記天井パネルを
取り付ける上部固定ブラケットに締着され、前記側板意匠表面パネルの下端部が、前記か
ご床に固定された幅木受けベース部材に取り付けられかご室内側から着脱可能な下部固定
金具により固定される側板パネルを用い、
　前記側板意匠表面パネルの上端部の締着を解除するとともに前記下部固定金具を取り外
し、前記側板意匠表面パネルを下方に落とし込んで、前記側板意匠表面パネルをかご室内
側から取り外し、
　取り外した側板意匠表面パネルに替えて、新しい側板意匠表面パネルを取り外しと逆の
手順で取り付けることを特徴とするエレベータのかご室側板の交換方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、エレベータのかご室およびかご室側板の交換方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　エレベータのかご室を構成しているかご床、側板、天井には、鋼板を薄い箱状に折り曲
げ、裏面の必要な箇所に補強を設けたパネル部材が用いられている。そして、かご室の側
板として用いられるパネル部材には、様々な意匠がこらされたパネル部材が用いられてい
る。
【０００３】
　例えば、この種の側板パネルには、かご室内の壁を形成する表面に塗装が施されたもの
や、エッチング柄などの化粧が施された表面パネルが取り付けられもの、あるいは化粧シ
ートを貼り付けたものなどがある。側板パネルは、かご室内の意匠性やインテリア性を決
定する重要な部材である。　
　また、この種の側板パネルには、側板に仕上げパネルを着脱自在に取り付けるようにし
たパネル部材も知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　ところで、エレベータのかご室に荷物を出し入れする際に、荷物が側板にぶつかって、
その意匠面に擦過傷を付けたり、変形させてしまうことがある。このような傷や変形は、
側板の意匠性を著しく損なうので、修復することになる。修復不可能な程度に意匠面のダ
メージが大きい場合には、新しい側板に交換する必要がある。
【０００５】
　従来のかご室の側板では、意匠面を構成している表面パネル等のみを交換できない構造
となっており、側板全体を交換しなければならなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－６３０６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来のかご室の構造では、側板の交換をかご室内側から簡単には行うこ
とができなかった。このため、通常は、天井を吊り上げた状態にして、かご室の外に組ん
だ昇降路側の足場に乗って、側板を締結しているボルトを外すなどの作業を行う必要があ
り、これは大変な労力を伴う危険な作業であった。
【０００８】
　本発明は、前記従来技術の有する問題点に鑑みなされたものであって、側板意匠表面パ
ネルだけを交換可能にすることで、側板全体を交換する必要をなくし、側板意匠表面パネ
ルの交換に必要なほとんどの作業をかご室内で簡易に安全に行うことを可能とするエレベ
ータのかご室およびかご室側板の交換方法を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記の目的を達成するために、本発明の実施形態に係るエレベータのかご室は、かご床
と、かご室の側面を構成する側板パネルと、かご頂部を覆う天井パネルと、を有するエレ
ベータのかご室において、前記側板パネルは、パネル本体をなす側板補強パネルと、前記
側板補強パネルに着脱可能にかつ縦方向に変位可能に取り付けられ、表面に化粧が施され
た意匠面を有する側板意匠表面パネルと、からなり、前記側板意匠表面パネルの上端部は
、前記天井パネルを取り付ける上部固定ブラケットに締着され、前記側板意匠表面パネル
の下端部は、前記かご床に固定された幅木受けベースに取り付けられかご室内側から着脱
可能な下部固定金具により固定されたことを特徴とするものである。
【００１０】
　また、本発明の実施形態に係るかご室側板の交換方法は、かご床と、かご室の側面を構
成する側板パネルと、かご頂部を覆う天井パネルと、を有するエレベータのかご室におい
て、前記側板パネルを交換する方法であって、前記側板パネルとして、パネル本体をなす
側板補強パネルと、前記側板補強パネルに着脱可能にかつ縦方向に変位可能に取り付けら
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れ、表面に化粧が施された意匠面を有する側板意匠表面パネルと、からなり、前記側板意
匠表面パネルの上端部が、前記天井パネルを取り付ける上部固定ブラケットに締着され、
前記側板意匠表面パネルの下端部が、前記かご床に固定された幅木受けベース部材に取り
付けられかご室内側から着脱可能な下部固定金具により固定される側板パネルを用い、　
前記側板意匠表面パネルの上端部の締着を解除するとともに前記下部固定金具を取り外し
、前記側板意匠表面パネルを下方に落とし込んで、前記側板意匠表面パネルをかご室内側
から取り外し、取り外した側板意匠表面パネルに替えて、新しい側板意匠表面パネルを取
り外しと逆の手順で取り付けることを特徴とするものである。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明が適用されるエレベータのかご室の全体構造を示す斜視図である。
【図２】図２は、本発明の第１実施形態によるかご室を構成する側板パネルの取付構造を
説明する図で、図２（Ａ）は、側板補強パネルに側板意匠表面パネルが固定されている状
態の側板パネルを側面からみた図であり、図２（Ｂ）は、側板補強パネルから側板意匠表
面パネルを取り外す手順を説明する図である。
【図３】側板意匠表面パネルの下端部の固定構造を示す斜視図である。
【図４】側板意匠表面パネルの下端部の固定構造を横からみた側面図である。
【図５】図４の固定構造をかご室内側からみた正面図である。
【図６】図５におけるＶI－ＶI矢視図である。
【図７】本発明の第２実施形態において、かご室外側から、隣り合う側板パネルをみた正
面図である。
【図８】図７におけるＶIII－ＶIII断面を示す断面図である。
【図９】図７におけるIX－IX断面を示す断面図である。
【図１０】本発明の第３実施形態において、側板補強パネルの表面を示す正面図である。
【図１１】図１０の側板補強パネルに側板意匠表面パネルが取り付けられた状態でのがた
つき抑制手段としてのパネル押えクリップを示す断面図である。
【図１２】第３実施形態の他の変形例による、がたつき抑制手段としての磁性体が取り付
けられた側板補強パネルを示す正面図である。
【図１３】図１２におけるXIII－XIII断面を示す断面図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明によるエレベータのかご室およびかご室側板の交換方法の実施形態につい
て、添付の図面を参照しながら説明する。　
　　　　（第１実施形態）
　図１は、本発明の一実施形態によるエレベータのかご室を示す。図１において、参照番
号１０は、エレベータのかご室の全体を示している。参照番号１２は、かご室１０のかご
床パネルを示している。
【００１３】
　かご床パネル１２には、左右、後ろの三方の周縁部に幅木受けベース部材１３がボルト
締結により取り付けられている。幅木受けベース部材１３の上には、かご室１０の側面を
構成する側板パネル１６が配置されている。この実施形態では、かご室１０の左右の側面
、奥行き側の側面とも、２枚の側板パネル１６から構成されている。
【００１４】
　かご室１０の天井は、天井パネル１４によって構成されている。また、かご室１０の天
井には、上部固定ブラケット１５が四方組みにして配置されており、この上部固定ブラケ
ット１５を用いて天井パネル１４および側板パネル１６が固定されている。　
　なお、幅木受けベース部材１３は、幅木１９の幅と同じ高さを有しており、この幅木受
けベース部材１３に幅木１９が取り付けられている。
【００１５】
　本実施形態では、かご室１０の側板パネル１６は、側板パネル１６の本体をなしている
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側板補強パネル１７と、側板意匠表面パネル１８と、から構成されている。側板補強パネ
ル１７は、鋼板の四方の端を直角に折り曲げ、浅底の箱状に形成されたパネル部材である
。側板補強パネル１７には、必要に応じて補強部材（図示せず）を取り付けるようにして
もよい。かご室１０の場合、側板パネル１６の表側がかご室内側に面している側板意匠表
面パネル１８である。　
　側板意匠表面パネル１８には、例えば、鋼板の表面に塗装等の化粧が施されたパネル、
あるいはＳＵＳ製の鋼板の表面にエッチング柄が施されたパネル、鋼板の表面に化粧シー
トを貼り付けたパネル等、さまざまな意匠のこらされた意匠面を有するパネルを用いるこ
とができる。
【００１６】
　このような側板意匠表面パネル１８は、側板補強パネル１７の長さおよび幅に対応した
寸法を持っており、側板意匠表面パネル１８の長手方向の側縁部１８ａは、垂直に折り曲
げられている。側板意匠表面パネル１８は、側板補強パネル１７に対して密着させるよう
に着脱可能に取り付けることができる。
【００１７】
　ここで、図２は、側板パネル１６の取付構造を説明する図である。このうち図２（Ａ）
は、側板補強パネル１７に側板意匠表面パネル１８が固定されている状態の側板パネル１
６を側面からみた図である。図２（Ｂ）は、側板補強パネル１７から側板意匠表面パネル
１８を取り外す手順を説明する図である。　
　図２（Ａ）において、側板補強パネル１７の上端部は、上部固定ブラケット１５の最も
高い位置にある水平な面にボルト２９の締結により固定されている。天井パネル１４は、
上部固定ブラケット１５の低い位置にある水平な面に図示しないボルト等により固定され
ている。この実施形態の場合、上部固定ブラケット１５の鉛直な面と、側板補強パネル１
７の上端部の間には、側板意匠表面パネル１８の板厚分相当の隙間が形成されている。こ
の隙間に、側板意匠表面パネル１８の上端部が挿入された状態で、側板意匠表面パネル１
８の上端部は、上部固定ブラケット１５の鉛直な面にボルト３０の締結により固定されて
いる。他方、側板補強パネル１７の下端部は、幅木受けベース部材１３に図示しないボル
トを用いて締結されている。
【００１８】
　ここで、図３は、側板意匠表面パネル１８の下端部の固定構造を示す斜視図である。図
４は、側板意匠表面パネル１８の下端部の固定構造を横からみた側面図である。図５は、
図４の固定構造をかご室内側からみた図である。図６は、図５におけるＶI－ＶI矢視図で
ある。
【００１９】
　図３に示されるように、幅木受けベース部材１３の上面部では、下部固定金具２０を取
り付けられるようにするために切欠き２５により適当な隙間が空けられている。図６に示
されるように、この切欠き２５に架け渡すようにして下部固定金具２０が幅木受けベース
部材１３の上面部の裏側からボルト２６を用いて固定されている。
【００２０】
　側板意匠表面パネル１８の側縁部１８ａの下端部は、段差形状に形成されており、その
先端が突出部２２になっている。下部固定金具２０には、突出部２２が嵌合可能な位置に
角穴２１が形成されている。図６に示されるように、角穴２１は、隣合う他方の意匠パネ
ル１８の側縁部１８ａが重なりあった状態で両方の突出部２２が重なって嵌合可能なだけ
の幅を有している。
【００２１】
　図４に示されるように、突出部２２の上にある段差面２３は、突出部２２が角穴２１に
嵌合したときに、下部固定金具２０の上面に着座するようになっており、側板意匠表面パ
ネル１８はぐらつかないように固定される。
【００２２】
　なお、図５において、参照番号２４は、幅木受けベース部材１３のかご室内側に面して
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いる面に形成される切欠き穴である。この切欠き穴２４は、下部固定金具２０を取り外し
たり、固定する場合に、ボルト２６を締付けたり、緩める作業を行なえるようにする作業
窓となる。
【００２３】
　本実施形態によるエレベータのかご室は、以上のように構成されるものであり、次に、
その作用および効果について、側板意匠表面パネル１８を交換する作業の手順との関連に
おいて説明する。　
　エレベータのかご室１０に荷物を出し入れする際に、荷物が側板パネル１６の側板意匠
表面パネル１８にぶつかって、この側板意匠表面パネル１８の表面に擦過傷を付けたり、
変形させてしまうことがある。　
　傷や変形が修復できない程度に甚だしい場合には、側板パネル１６全体を交換すること
なく、次のようにして、意匠表面パネル１８だけを交換することができる。
【００２４】
　図２（Ａ）において、まず側板意匠表面パネル１８の上端部を固定しているボルト３０
を緩める。この作業は、天井パネル１４の上に乗って行う。　
　次いで、幅木受けベース部材１３に下部固定金具２０を止めているボルト２６を緩めて
、下部固定金具２０を取り外す。この作業は、かご室内で行うことができる。　
　すなわち、幅木受けベース部材１３に取り付けられている幅木１９を取り外すと、図５
に示されるように、切欠き穴２４が開口するので、この切欠き穴２４に工具を持った手を
入れて、ボルト２６を緩めて下部固定金具２０を取り外すことができる。
【００２５】
　側板意匠表面パネル１８の上端部を止めているボルト３０が既に取り外された状態で、
下部固定金具２０を取り外すと、側板意匠表面パネル１８を支えるものがないので、下方
へ移動可能な状態となる。
【００２６】
　そこで、図２（Ｂ）に示されるように、側板意匠表面パネル１８をその上端が天井パネ
ル１４の下になるまで引き下げて落とし込むと、側板意匠表面パネル１８を側板補強パネ
ル１７から取り外せる状態になり、側板意匠表面パネル１８をかご室内側から取り外せる
ことができる。
【００２７】
　次に、取り外した側板意匠表面パネル１８に替えて、新しい側板意匠表面パネル１８を
取り付ける手順は、取り外しとは逆の手順になる。　
　まず、最初に新規に取り付ける側板意匠表面パネル１８を、かご室内から側板補強パネ
ル１７に密着させるようにして装着する。この段階では、側板意匠表面パネル１８の下端
部は、床パネル１２の床面に着いていてもよい。このとき、側板補強パネル１７と、上部
固定ブラケット１５の間には、隙間ができている。
【００２８】
　次に、側板意匠表面パネル１８を持ち上げて、その上端部をこの隙間に滑り込ませる。
　この状態において、切欠き穴２４から工具を持った手を入れて、ボルト２６を締めて下
部固定金具２０を幅木受けベース部材１３に取り付ける。このとき、側板意匠表面パネル
１８の側縁部１８ａの下端にある突出部２２は、下部固定金具１８の角穴２１に嵌合した
状態になり（図４参照）、側板意匠表面パネル１８は下部固定金具２０によって固定され
る。
【００２９】
　最後に、側板意匠表面パネル１８の上端部を上部固定ブラケット１５に固定するボルト
３０を締め付け、側板意匠表面パネル１８の上端部を固定する。
【００３０】
　以上のようにして、側板意匠表面パネル１８だけを交換することができるので、従来の
ようにわざわざ側板パネル１６全体をまるごと交換する必要がなくなり、簡単な作業で効
率良く交換作業を進めることができる。しかも、側板意匠表面パネル１８の交換作業のほ
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とんどの部分をかご室内で行うができるので、作業の安全性を図ることができる。
【００３１】
　　　　（第２実施形態）　
　次に、本発明の第２実施形態によるエレベータのかご室について、図７乃至図９を参照
しながら説明する。　
　この第２実施形態は、隣り合う側板パネル１６において、側板意匠表面パネル１８を取
り付ける際に、隣り合った側板補強パネル１７間の隙間を調整できるようにした実施の形
態である。
【００３２】
　ここで、図７は、かご室外側から、隣り合う側板パネル１６をみた図である。図８は、
図７におけるＶIII－ＶIII断面を示し、図９は、図７におけるIX－IX断面を示す。　
　これら図７乃至図９に示されるように、側板補強パネル１７の縦方向に延びる折り曲げ
面１７ａは、隣り合った側板補強パネル１７の折り曲げ面１７ａとの間に隙間Ｓが形成さ
れている。この隙間Ｓには、隣り合った側板意匠表面パネル１８の側縁部１８ａが嵌まる
ことになる。　
　この第２実施形態は、側板意匠表面パネル１８の加工精度による寸法誤差、あるいは変
形などがあっても、隙間Ｓに側板意匠表面パネル１８の側縁部１８ａが入るように調整可
能した実施の形態であり、隣り合った側板補強パネル１７間の隙間Ｓの幅を微調整するた
めのジャッキボルト４４が設けられている。
【００３３】
　図７に示すように、側板補強パネル１７には、かご室内での作業用の開口部４０が切り
欠かれている。この開口部４０内に位置するように、隣り合う側板補強パネル１７を締結
する締結用ボルト４１と、隙間Ｓを微調整するジャッキボルト４４が設けられている。
【００３４】
　図８に示されるように、側板補強パネル１７の隣り合った折り曲げ面１７ａ、１７ａの
間には、スペーサ４５が隙間Ｓを形成するように挟まれている。締結用ボルト４１は、折
り曲げ面１７ａ、１７ａとスペーサ４５を挿通し、ナット４２によって締結される。
【００３５】
　他方、ジャッキボルト４４は、図９に示されるように、側板補強パネル１７の隣り合う
折り曲げ面１７ａ、１７ａのうち、一方の折り曲げ面１７ａから調整ナット４３を介して
挿入され、ジャッキボルト４４の先端が他方の折り曲げ面１７ｂに当接するようになって
いる。
【００３６】
　以上のような第２実施形態によれぱ、側板意匠表面パネル１８を側板補強パネル１７に
取り付ける際に、前もって、ジャッキボルト４４を回しながら、折り曲げ面１７ａ、１７
ｂの間の隙間Ｓを調整することができる。
【００３７】
　側板意匠表面パネル１８の加工精度の誤差、あるいは変形などにより、折り曲げ面１７
ａ、１７ｂの間の隙間Ｓに側板意匠表面パネル１８の側縁部１８ａが最初はうまく入らな
い場合でも、ジャッキボルト４４による微妙な調整ができるため、側板意匠表面パネル１
８の取り付けを容易に行うことができる。
【００３８】
　　　　（第３実施形態）
　次に、本発明の第３実施形態によるエレベータのかご室について、図１０乃至図１３を
参照して説明する。　
　この第３実施形態は、側板意匠表面パネル１８を側板補強パネル１７に取り付ける際に
、側板補強パネル１７の表面に側板意匠表面パネル１８が、がたつきなく密着して取り付
けられるように、がたつき抑制手段を設けるようにした実施の形態である。　
　ここで、図１０は、側板補強パネル１７の表面を示す平面図である。図１１は、側板補
強パネル１７に側板意匠表面パネル１８が取り付けられた状態でのがたつき抑制手段とし
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てのパネル押えクリップ５２を示す。
【００３９】
　図１０に示されるように、側板補強パネル１７には、矩形状の切欠き穴５０が複数箇所
に形成されている。図１１に示されるように、この切欠き穴５０の上縁部にそれぞれ係合
するパネル押えクリップ５２が各切欠き穴５０と対応する位置に側板意匠表面パネル１８
の裏面に設けられている。　
　この実施形態では、パネル押えクリップ５２は、短冊状の金属板を図１１に示す形状に
折り曲げてなる部材である。パネル押えクリップ５２の下端は、側板意匠表面パネル１８
の裏面に固着されている。パネル押えクリップ５２の中間部は、側板補強パネル１７の板
厚分より若干小さい寸法の隙間を形成するように折れ曲がっており、その先は上端に向か
って平らに延びるようになっている。パネル押えクリップ５２の上端は、嵌合の案内とな
るように僅かに外側に反っていることが好ましい。
【００４０】
　次に、以上のようなパネル押えクリップ５２を側板意匠表面パネル１８に取り付けた場
合の作用について説明する。
【００４１】
　側板意匠表面パネル１８を側板補強パネル１７に取り付ける際に、側板意匠表面パネル
１８を上に動かすと、パネル押えクリップ５２の上端部と側板意匠表面パネル１８の間の
隙間に、側板補強パネル１７の切欠き穴５０の上縁部が入り込むことになる。
【００４２】
　このとき、パネル押えクリップ５２は、外側に反るように弾性変形するので、その弾性
力によって、外側補強パネル１７が側板意匠表面パネル１８に対して引き寄せられる。こ
れによって、外側補強パネル１７と側板意匠表面パネル１８の間に隙間が生じることなく
、密着した状態で側板意匠表面パネル１８をがたつくことなく取り付けることができる。
　次に、図１２、図１３を参照しながら、第３実施形態の他の変形例について説明する。
　この変形例は、上述したパネル押えクリップ５２の代わりに、磁石として働く磁性体５
４をがたつき抑制手段として側板補強パネル１７の表面に複数枚取り付けるようにした実
施の形態である。
【００４３】
　ここで、図１２は、側板補強パネル１７に取り付けられた状態の側板意匠表面パネル１
８を示す。図１３は、図１２におけるXIII－XIII断面を示す。　
　磁性体５４には、例えば、薄い帯板状の磁性体が用いられ、複数列をなすように側板補
強パネル１７の表面に固着されている。なお、磁性体５４は、薄い板状の磁性体であれば
、帯板形状に限定されるものではない。
【００４４】
　以上のような変形例では、磁性体５４を側板補強パネル１７の表面に設けているので、
側板意匠表面パネル１８は外側補強パネル１７に磁力によって吸着される。これによって
、側板意匠表面パネル１８をがたつきが生じないように側板補強パネル１７に取り付ける
ことができる。
【００４５】
　なお、以上説明したがたつき抑制手段には、パネル押えクリップ５２、磁性耐５４と組
み合わせるようにして、ゴムや樹脂を材質とする緩衝材を設けるようにしてもよい。
【００４６】
　以上、本発明に係るエレベータのかご室およびかご室側板の交換方法について、好適な
実施形態を挙げて説明したが、これらの実施形態は、例示として挙げたもので、発明の範
囲の制限を意図するものではない。もちろん、明細書に記載された新規な装置、方法およ
びシステムは、様々な形態で実施され得るものであり、さらに、本発明の主旨から逸脱し
ない範囲において、種々の省略、置換、変更が可能である。請求項およびそれらの均等物
の範囲は、発明の主旨の範囲内で実施形態あるいはその改良物をカバーすることを意図し
ている。
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【符号の説明】
【００４７】
１０…かご室、１２…かご床パネル、１３…幅木受けベース部材、１４…天井パネル、１
５…上部固定ブラケット、１６…側板パネル、１７…側板補強パネル、１８…側板意匠表
面パネル、１９…幅木、２０…下部固定金具、２２…突出部、４４…ジャッキボルト、４
５…スペーサ、５２…パネル押えクリップ、５４…磁性体

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【手続補正書】
【提出日】平成28年6月9日(2016.6.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　前記の目的を達成するために、本発明の実施形態に係るエレベータのかご室は、かご床
と、かご室の側面を構成する側板パネルと、かご頂部を覆う天井パネルと、を有するエレ
ベータのかご室において、前記側板パネルは、パネル本体をなす側板補強パネルと、前記
側板補強パネルに着脱可能にかつ縦方向に変位可能に取り付けられ、表面に化粧が施され
た意匠面と縦方向の左右縁部を折り曲げた側縁部とを有する側板意匠表面パネルと、から
なり、前記側板意匠表面パネルの上端部は、前記天井パネルを取り付ける上部固定ブラケ
ットと前記側板補強パネルとの間の隙間に挿入されてボルトにより締着され、前記かご床
に固定された幅木受けベースにはかご室内側から着脱可能な下部固定金具が取り付けられ
、前記側縁部の下端が前記幅木受けベース部材の上面の位置で前記下部固定金具のみに着
脱可能に係合して、当該側板意匠表面パネルは前記下部固定金具のみによって支持され、
前記意匠パネルの上端部の締着を解除するとともに前記下部固定金具を取り外すと、かご
室内側から取り外せる位置まで前記側板意匠表面パネルを下方に動かせることを特徴とす
るものである。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更



(12) JP 2017-1838 A 2017.1.5

【補正の内容】
【００１０】
　発明の実施形態に係るエレベータのかご室側板の交換方法は、かご床と、かご室の側面
を構成する側板パネルと、かご頂部を覆う天井パネルと、を有するエレベータのかご室に
おいて、前記側板パネルを交換する方法であって、前記側板パネルとして、パネル本体を
なす側板補強パネルと、前記側板補強パネルに着脱可能にかつ縦方向に変位可能に取り付
けられ、表面に化粧が施された意匠面と縦方向の左右縁部を折り曲げた側縁部とを有する
側板意匠表面パネルと、からなり、前記側板意匠表面パネルの上端部が、前記天井パネル
を取り付ける上部固定ブラケットと前記側板補強パネルとの間の隙間に挿入されてボルト
によりに締着され、前記かご床に固定された幅木受けベース部材には、かご室内側から着
脱可能な下部固定金具が取り付けられ、前記側縁部の下端が前記幅木受けベース部材の上
面の位置で前記下部固定金具のみに着脱可能に係合して、当該側板意匠表面パネルが前記
下部固定金具のみによって支持される側板パネルを用い、前記側板意匠表面パネルの上端
部の締着を解除するとともに前記下部固定金具を取り外し、前記側板意匠表面パネルを下
方に落とし込んで、前記側板意匠表面パネルをかご室内側から取り外し、取り外した側板
意匠表面パネルに替えて、新しい側板意匠表面パネルを取り外しと逆の手順で取り付ける
ことを特徴とするものである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　かご床と、かご室の側面を構成する側板パネルと、かご頂部を覆う天井パネルと、を有
するエレベータのかご室において、
　前記側板パネルは、パネル本体をなす側板補強パネルと、前記側板補強パネルに着脱可
能にかつ縦方向に変位可能に取り付けられ、表面に化粧が施された意匠面と縦方向の左右
縁部を折り曲げた側縁部とを有する側板意匠表面パネルと、からなり、
　前記側板意匠表面パネルの上端部は、前記天井パネルを取り付ける上部固定ブラケット
と前記側板補強パネルとの間の隙間に挿入されてボルトにより締着され、
　前記かご床に固定された幅木受けベースにはかご室内側から着脱可能な下部固定金具が
取り付けられ、
　前記側縁部の下端が前記幅木受けベース部材の上面の位置で前記下部固定金具のみに着
脱可能に係合して、当該側板意匠表面パネルは前記下部固定金具のみによって支持され、
前記側板意匠表面パネルの上端部の締着を解除するとともに前記下部固定金具を取り外す
と、かご室内側から取り外せる位置まで前記側板意匠表面パネルを下方に動かせる　
ことを特徴とするエレベータのかご室。
【請求項２】
　前記幅木受けベース部材の側面には、前記下部固定金具の取り外し、取り付け作業をか
ご室内側から行えるようにする作業窓が開口していることを特徴とする請求項１に記載の
エレベータのかご室。
【請求項３】
　隣り合う前記側板補強パネルの側面間の隙間の間隔を、前記側板意匠表面パネルの隣り
合う側縁部が挿入可能なように調整する手段をさらに備えることを特徴とする請求項１に
記載のエレベータのかご室。
【請求項４】
　前記側板補強パネルに対して前記側板意匠表面パネルを引き寄せ両者を密着させるがた
つき抑制手段をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載のエレベータのかご室。
【請求項５】
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　かご床と、かご室の側面を構成する側板パネルと、かご頂部を覆う天井パネルと、を有
するエレベータのかご室において、前記側板パネルを交換する方法であって、
　前記側板パネルとして、パネル本体をなす側板補強パネルと、前記側板補強パネルに着
脱可能にかつ縦方向に変位可能に取り付けられ、表面に化粧が施された意匠面と縦方向の
左右縁部を折り曲げた側縁部とを有する側板意匠表面パネルと、からなり、前記側板意匠
表面パネルの上端部が、前記天井パネルを取り付ける上部固定ブラケットと前記側板補強
パネルとの間の隙間に挿入されてボルトによりに締着され、前記かご床に固定された幅木
受けベース部材には、かご室内側から着脱可能な下部固定金具が取り付けられ、前記側縁
部の下端が前記幅木受けベース部材の上面の位置で前記下部固定金具のみに着脱可能に係
合して、当該側板意匠表面パネルが前記下部固定金具のみによって支持される側板パネル
を用い、
　前記側板意匠表面パネルの上端部の締着を解除するとともに前記下部固定金具を取り外
し、
　前記側板意匠表面パネルを下方に落とし込んで、前記側板意匠表面パネルをかご室内側
から取り外し、
　取り外した側板意匠表面パネルに替えて、新しい側板意匠表面パネルを取り外しと逆の
手順で取り付けることを特徴とするエレベータのかご室側板の交換方法。
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